社会資本整備審議会河川分科会（第７３回）
令和７年９月３０日


【総務課長】　　それでは、定刻でございますので、ただいまより第７３回社会資本整備審議会河川分科会を開催いたします。
　事務局を務めます、私、水管理・国土保全局総務課長の石川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
　本日の河川分科会は、会場及びウェブ会議による開催としております。報道関係者及び一般の方には、この会議の様子をウェブ上で傍聴していただいております。
　会議に先立ちまして、ウェブ会議システムの使用方法を御説明いたします。会議中は、発言時以外は音声をオフにしてください。資料説明の際は、事務局が説明資料を画面に表示いたします。発言の際は、挙手マークを押していただき、中北分科会長から指名された後に、音声をオンにして御発言ください。御発言後には、挙手マークの解除と音声のオフをお願いいたします。
　続きまして、資料について確認させていただきます。まず、審議事項の「名取川水系、菊川水系、高津川水系に係る河川整備基本方針の変更について」が資料１から４まででございます。次に、報告事項の「流域総合水管理のあり方について」が資料５でございます。資料の不足などございましたらお知らせください。
　御出席の委員の皆様の紹介につきましては、時間の都合から、恐れ入りますが、お手元の出席者名簿をもって代えさせていただきます。
　本日の御出席の委員の数は、委員総数の３分の１以上に達しておりますので、本分科会が成立していることを御報告申し上げます。
　会議の開催に当たりまして、水管理・国土保全局長の林より御挨拶を申し上げます。
【局長】　　水管理・国土保全局長、林でございます。委員の皆様におかれましては、御多忙の中、御出席いただきまして大変ありがとうございます。また、知事の代理の皆様におかれましても、御出席いただきましてありがとうございます。
　今日の河川分科会では、名取川、菊川、それから高津川水系の河川整備基本方針の変更について御審議をいただくということになってございます。将来の温暖化の影響を踏まえた気候変動の影響を踏まえた治水計画の見直しということで、これまでに全国１０９の水系のうちの３０について、一級水系で河川整備基本方針の見直しをしていただきました。
　今年も８月６日からずっと大雨が続いております。広い範囲で、特に鹿児島あるいは熊本ではすごい大雨になりまして、被害が出てきています。こういったものも温暖化の影響とかも出てきているのかなと思いますけれども、やはりこういった災害をしっかり防ぐためには流域治水、ハード整備について、しっかり計画を持って進めていく必要があるのかなと思ってございます。引き続き全水系の見直しに向けて、スピード感を持って取り組んでまいりたいと思ってございますので、先生方の御指導よろしくお願いいたします。
　また、審議の後には、最近の河川行政の動きとして、流域総合水管理のあり方について、御報告させていただきたいと思ってございます。委員の皆様におかれましては、また活発な御意見、御議論をいただければと思います。本日もよろしくお願いいたします。
【総務課長】　　ありがとうございます。
　それでは、以後の進行につきましては、中北分科会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございます。局長も御挨拶、どうもありがとうございました。
　それでは、分科会を始めたいと思います。まず、一言だけ御挨拶、とはシナリオに書いてないんですけど、させていただきたいと思います。
　改めまして、３月から分科会長を務めさせていただいています中北です。どうぞよろしくお願いいたします。
　今日は、今お話ありました３つの水系についてということで、３月以降、地元も訪問させていただいたりとか、小委員会の皆様で訪問させていただいて、審議を３回にわたり進めてまいったものです。それから、流域総合水管理についても、これは３月から議論を経て答申が終わっているというものでございます。
　今日は委員の皆様方、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。ざっくばらんに御意見いただきながらも、５時半までという非常に今日はタイトなスケジュールでございますので、スピーディにズバズバッと御質問いただいて、こっちから回答するというような形で進めさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、まず河川整備基本方針検討小委員会の審議経過及び結果について、お話を進めます。一挙に３つお話をいただくということでございますが、１つ目の審議事項、名取川、菊川、それから高津川、その３水系でございます。
　本件は、国土交通大臣から社会資本整備審議会長に付議され、同会長から河川分科会長に付託されたものであります。これを受けまして、河川分科会として、先ほど申しましたように３つの濃い審議を行うことが必要と判断し、河川分科会運営規則第１条第１項に基づき、当分科会に設置されております河川整備基本方針検討小委員会に付託し、審議をいただきました。
　それでは、初めに事務局から審議事項の概要等を御説明いただいて、その後、私のほうで小委員会での審議の経過につきまして及び結果につきまして御報告をさせていただきます。
　それでは、まず事務局より説明、よろしくお願いいたします。
【河川計画課長】　　河川計画課の西澤より説明をさせていただきます。
　資料１の１ページを御覧ください。本日御審議いただく水系は、東北地方の名取川、中部地方の菊川、中国地方の高津川の３水系になります。
　２ページの審議経緯を御覧ください。それぞれ２回の小委員会で審議いただきました。
　まず流域の概要につきまして、名取川より説明いたします。８ページを御覧ください。名取川は、宮城県中南部を東に流れ、広瀬川と合流して太平洋に注ぐ河川です。基準地点が名取川と広瀬川にそれぞれ設定されています。年平均降水量は、全体で約１,５００ミリということで、全国平均より少ない状況です。
　１０ページ御覧ください。土地利用は円グラフのとおり、山林等が７割、宅地等が１割、田畑が約１割となっております。
　次、１２ページをお願いします。動植物の関係です。中・上流部ではカエデ類などからなる渓畔林等が分布しており、水域ではヤマメなどが生息しております。下流部ではヨシ類等が河畔に生育し、ハゼ科等の魚類が生息しているほか、早瀬がアユなどの産卵場となっております。また、砂礫河原がイカルチドリの生息・繁殖環境となっております。河口部はハマニンニク等を主体とした塩沼・砂丘植生が見られ、井土浦ではカワラハンミョウが生息しております。
　１３ページです。降雨量・流量の状況ですが、左側の名取川の名取橋地点では、雨量・流量ともに昭和２５年洪水が観測史上最大、右側の広瀬川広瀬橋地点では、雨量・流量ともに昭和１９年洪水が観測史上最大となってございます。
　１４ページ、治水計画の経緯ですが、昭和１６年に直轄改修事業に着手し、昭和４１年に工事実施基本計画を策定。また、平成１９年には河川整備基本方針、平成２１年に河川整備計画を策定してございます。
　１６ページを御覧ください。昭和２５年８月洪水では、名取川、広瀬川双方の流域で強い降雨となり、下流部で堤防が決壊し大きな被害が発生しております。
　１８ページをお願いします。近年の改修工事では、ダムや堤防の整備、河道掘削、放水路の整備、それから震災後には復旧等を実施してきております。
２０ページを御覧ください。河口部の潟湖である井土浦は貴重な干潟環境を形成していましたが、震災による広域的な地盤沈下や津波の影響で、砂州が流失するなど大きな変化が生じたため、砂州の復元などに取り組んでおります。
　続いて、基本高水のピーク流量の検討でございます。２２ページをお願いします。対象降雨量については、現行計画の計画規模１５０分の１を踏襲して、降雨量変化倍率１.１倍を乗じた値とし、降雨継続時間を２日から１２時間に見直しております。検討の結果、基準地点名取橋において、基本高水のピーク流量を４,７００㎥／ｓから５,５００㎥／ｓ、広瀬橋において４,０００㎥／ｓから４,１００㎥／ｓへ変更したいと考えております。
　２３ページです。名取橋地点の基本高水ピーク流量は、①に示す現行の流量に対して、②に示す流量データによる確率からの検討、③アンサンブル予測降雨波形を用いた検討、④既往洪水からの検討を総合的に判断し、５,５００㎥／ｓに設定したいと考えております。
　２４ページです。同様に、広瀬橋地点の基本高水のピーク流量を４,１００㎥／ｓに設定したいと考えております。
　２５ページです。小委員会では、基本高水のピーク流量の妥当性、計画降雨の妥当性の２点について御意見をいただいております。
　２６ページをお願いします。委員より、名取川と広瀬川、それぞれの基準点で流量の伸びに差があるのはなぜかとの御意見をいただいており、要因を分析しております。
　２７ページを御覧ください。比流量の分析でございます。左上に示すとおり、両地点の流域面積当たりの流量は、名取川が１２.３８㎥／ｓ、広瀬川が１３.６０㎥／ｓとなり、値としては近くなっています。また、計画対象降雨量、それから洪水到達時間、また上流の地形・地質の状況も大きな違いはなく、基本高水のピーク流量と流域の面積はおおむね比例すると考えられ、検討結果は妥当ではないかと考えております。
次、２８ページを御覧ください。降雨波形の棄却の分析でございます。委員より、名取川と広瀬川で基本高水を決めている洪水と棄却されている洪水が異なっている。要因を分析できるとよいとの御意見をいただきました。左上の表の上から２つ目が、名取橋地点で棄却された昭和１９年９月洪水、左下の表の上から２つ目が、広瀬橋地点で棄却された昭和２２年９月洪水であり、これは３時間雨量が年超過確率５００分の１以上となるため、棄却されております。また、３時間雨量以外にも複数の短時間雨量で年超過確率５００分の１以上となっており、これは赤字部分ですけども、棄却は妥当であることを確認しております。
　２９ページです。現行方針のピーク流量の分析でございます。現行基本方針の検討時には、今回の見直しの際に行った棄却と同様の棄却のチェックを行っておらず、仮に今回の見直しと同様の棄却を行っていれば、名取橋地点では４,７００㎥／ｓではなく４,５００㎥／ｓ、広瀬橋地点では４,０００㎥／ｓではなく３,４００㎥／ｓがピーク流量の最大値となっていたこととなり、その場合の伸び率は、名取橋地点で４,５００㎥／ｓから５,５００㎥／ｓの１.２２倍、広瀬橋地点では３,４００㎥／ｓから４,１００㎥／ｓの１.２１倍となり、両者の伸び率は同程度となることを確認しております。
３０ページ御覧ください。委員より、年平均降水量は、名取川に比べ広瀬川の山間部が多くなっているとの御意見をいただきました。右側の表は、極端現象である年最大１２時間雨量を抽出して平均値を比較しており、両者にほぼ差がないことを確認しております。両河川の計画雨量は同程度であり、それらを用いて算定した基本高水のピーク流量は妥当であると考えております。
　３１ページです。名取川と広瀬川の気候変動による降雨量の増加傾向について、アンサンブル将来予測降雨波形を活用して分析しております。右図にあるように、過去実験と将来実験の１５０分の１の雨量値を比較したところ、名取橋上流域で１.１４倍、広瀬橋上流域で１.１５倍となっており、降雨量の増加に大きな差がないことを確認しております。
　続いて、計画高水流量の検討です。３３ページを御覧ください。流量配分の考え方ですが、中・上流域では貯留・遊水機能の確保、下流域では河道配分流量の増大の可能性を検討しております。
　３４ページです。名取川の広瀬川合流後の区間では、右下の図のような河道掘削により、河道配分流量を現行の６,６００㎥／ｓから７,５００㎥／ｓに増大可能であることを確認しております。
　３５ページです。名取川の広瀬川合流点より上流区間では、引堤が困難な中、右下の図のような河道掘削により、河道配分流量を現行の３,８００㎥／ｓから４,５００㎥／ｓに増大可能であることを確認しております。
　３６ページです。広瀬川についても、仙台市街地の引堤は困難であり、掘削についても橋梁等への影響を踏まえると、現行方針の２,８００㎥／ｓから増大させることは困難であるということを確認しております。
　３７ページです。名取川では既存施設の有効活用により、１,０００㎥／ｓの洪水調節が可能、広瀬川では既存施設の有効活用や新たな貯留機能の確保により、１,３００㎥／ｓの洪水調節が可能であることを確認しております。
　３８ページです。名取橋地点において、基本高水のピーク流量は４,７００㎥／ｓから５,５００㎥／ｓに増大するため、河道配分流量は３,８００㎥／ｓから４,５００㎥／ｓに増やし、洪水調節流量を９００㎥／ｓから１,０００㎥／ｓに増やすことといたします。また、広瀬橋地点においては、基本高水のピーク流量が４,０００㎥／ｓから４,１００㎥／ｓに増大するため、河道配分流量を２,８００㎥／ｓで維持し、洪水調節流量を１,２００㎥／ｓから１,３００㎥／ｓに増やすことといたします。
　続いて、集水域・氾濫域における治水対策は割愛をしまして、河川環境・河川利用についての検討、４３ページです。河川環境の目標については、河川環境管理シートを基に、区間ごとに動植物の生息場の分布状況等を分析し、目標設定をしております。
　４４ページ、小委員会において生物の個体数の経年的な定量調査など、４点について御意見をいただいております。
　４５ページです。委員より、種数の経年的な変化だけではなく、発見された種がどうなっているか考察してほしい。自然裸地が増えているのにイカルチドリが減っている関係が不明なまま、順応的管理と記載しても出口が見えないとの御意見をいただきました。砂礫河原の面積の変遷と、それらを生息・繁殖環境とするイカルチドリの個体数を示して分析しております。砂礫河原の保全・創出に加え、砂礫河原が生息・繁殖場として機能しているかどうか、モニタリングしながら順応的管理を行ってまいります。
　４６ページです。委員より、順応的管理は仮説に基づいて、それを検証する形で行うもの。また、ほかにも代表的な種がいるため、イカルチドリと同様に分析することが重要との御意見を踏まえ、本文に追記をしてございます。この追記した内容については、この後御審議いただく菊川、高津川についても同様の修正をしております。
　４７ページです。委員より、定期的に水位変動による河原の更新が行われないと、砂礫河原は維持できないとの御指摘を踏まえ、資料の下の箱に掘削方法の工夫として追記をしております。
　４８ページです。左の図中の渡り鳥が飛来等する環境を示す赤丸について、委員より河口域でなく、上流でも検討してほしいとの御意見をいただきました。御意見を踏まえ、生態系ネットワークの拠点となることが期待される広瀬川合流付近に赤丸を追加しております。
４９ページです。東北地方太平洋沖地震後に復旧工事が多く実施されていると思うが、河川環境がどのように改変されたのか教えてほしいとの御意見をいただきました。資料に被災前、被災後、河川堤防復旧完了時、それから現在の状況を示しております。現在も水面・湿地面積の減少した状況等が継続しており、引き続き河口部の環境変化の把握に努めます。
　５０ページです。震災前後の河口の環境変化を航空写真で示しています。魚類・鳥類は震災後に減少しましたが、その後回復、横ばい状態となっております。昆虫類等も減少しましたが、その後回復傾向が見られております。
　５１ページです。委員より、貞山運河について、環境面からの評価はないかとの御意見をいただきました。貞山運河では、震災前から魚類の採捕個体数が少ない傾向で、貞山運河が震災により被災し、井土浦と行き来できる箇所が増えたことにより、汽水海水魚が増加しましたが、その後の復旧工事の進捗に伴い震災前の状況に戻ったことから、個体の種数も震災前の状況に戻りつつあると考えられます。
　次に、総合的な土砂管理、５３ページです。山地の土砂流出量は比較的小さく河道も安定傾向にありますが、各流域において定量的な土砂動態の把握、必要な対策等を進めてまいります。
　５４ページです。小委員会では土砂の有効活用について御意見をいただいております。
　５５ページ、委員より、釜房ダムからの土砂を海岸まで運ぶという考えは、名取川だけの流砂系で考えるとバランスが悪い。土砂の堆積がどうなるかモニタリングする必要がある。掘削土砂には根等が多く含まれており、再利用はよく考える必要があるとの御意見いただきました。
　仙台湾で見たときには、砂浜幅の減少が著しい県南部の区間を対象に養浜を実施しております。今後もモニタリングを継続し、適切な養浜箇所の設定を行っていきます。また、右下に国・県・市町等が連携し土砂融通に努めること、活用先の環境への影響を考慮し、石や根の除去等について事業者間で調整を図る旨追記しております。
　次に、地域の御意見でございます。５７ページ、地域の御意見として、仙台市長から意見をいただいています。流域治水展開の方向性について、古くから内水氾濫で苦しんできた仙台市では、河川や下水道の整備に取り組んできており、雨水幹線や調整池などの施設整備を継続的に進めてきたとのこと。また、適応復興への思いについて、似た考え方であるよりよい復興への考えに基づき、様々な取組を行ってきているとのこと。このほか、豪雨災害対策で苦慮している点についても御意見等を伺っております。
　名取川の説明は、以上となります。
　続いて、菊川でございます。まず、流域の概要、６１ページでございます。菊川は静岡県南西部を北から南に流れ、遠州灘に注ぐ河川です。降雨特性は、年平均降水量は約２,０００ミリと全国と比べて多くなっております。土地利用は、３割が森林、３割が畑・果樹園等、２割が水田、２割が市街地となっており、お茶の生産が多い地域です。
　６２ページ、左の写真のように、中・下流部は丘陵地と海岸砂丘に囲まれ、お盆の底のような低平地となっており、過去から浸水が頻発しています。
　６４ページ、立地適正化計画について、菊川市及び掛川市では、居住誘導区域を設定する上で、災害リスクのある区域を除外することとしています。防災指針は今後策定予定とされています。
　６５ページです。動植物の関係ですが、河口部から下流域では、干潟を生息域とするハゼ類、ヨシ原に依存するオオヨシキリ等が生息しております。中流域では、瀬・淵やツルヨシの繁茂する環境が形成され、カマキリ等の魚類が生息し、ミゾコウジュ等の植物が生育しております。上流域でアカザ等が生息し、砂礫河原にはイカルチドリが生息しております。支川では、緩やかな流れを好むホトケドジョウ等が確認されております。
　６６ページ、近年の降雨量・流量の状況について。昭和５７年９月に観測史上最大流量を記録しております。令和元年１０月には昭和５７年を上回る降雨量が発生しております。
　６７ページです。治水計画の経緯ですが、昭和８年に直轄事業に着手、昭和１３年捷水路工事に着手し、昭和４３年に工事実施基本計画を策定しております。河川整備基本方針については平成１８年に策定、整備計画は平成２９年に策定されてございます。
　６８ページ、昭和１３年より実施された捷水路工事の概要です。左側の点線が蛇行している旧河道、水色の線が捷水路工事後の河道です。捷水路工事と併せて右側の写真のように床止工の整備が行われております。
　６９ページ、下流域は内水被害の多い地域であり、特に黒沢川については浸水被害の軽減を目的に浸水対策協議会を設置し、ハード・ソフト対策の実施検討を行っております。令和７年３月には特定都市河川に指定されており、流域水害対策計画の策定に向けて、関係機関と連携して取り組んでございます。
　７０ページです。河川環境の整備と保全について、左側のふれあいの場ですが、菊川の河川空間は、釣り、サーフィン、グラウンドゴルフ等の場として利用されてございます。右側の水質については、近年、おおむね環境基準を満たしておりますが、牛淵川については環境基準を満足しない年が見られます。
　７１ページです。水利用について、左側の農業用水は大井川に依存しており、松島分水工、東俣分水工で菊川へ分水した水を菊川頭首工で取水し、下流へ供給しております。右側の水道用水は大井川広域水道用水から供給されており、大井川の長島ダムを水源に、中部電力川口取水工から菊川流域に送水しております。
　７２ページ、小委員会では、自然環境に配慮した捷水路工事など、３点御意見をいただいております。
　７３ページです。委員より、下小笠川捷水路工事での環境への配慮について、多自然型と呼べるのかきちんと評価すべき。旧河川に環境が残されているなら、どうしていくかも検討すべきとの御意見をいただきました。設計当初の思想として、平成２年から開始された多自然型川づくりを考慮し、堤防の法勾配を１対３にしたり、護岸に環境ブロックを活用したりしましたけれども、現在の多自然川づくりでは、河道幅を確保して自然の営力を期待するなど考え方が変わってきたことから、今後は多自然川づくりによる環境の保全・創出を図ることとしております。右下、旧川部については、廃川後に管理主体が掛川市へ移り、市が地元からの公園整備の要望を踏まえた活用を検討しているところ、河川管理者としても良好な環境を創出できるよう連携してまいります。
　７４ページです。委員より、住民と河川との関係が希薄で、河川環境を楽しむ点が見えなかった。大井川から水を引いており、その水が濁っているという話も聞くとの御意見をいただきました。ＢＯＤに加え、ＳＳ、窒素・リンについて整理しております。ＳＳ、リンの傾向は不明瞭ですが、ＢＯＤ、窒素は経年的に低下しており、水質は改善傾向です。河川利用については、散策など堤防上の利用がほとんどであり、河川内利用は少ない状況。今後、沿川自治体や住民等と連携調整を図りつつ、河川空間を生かした利用を促進してまいります。
　７５ページには、御意見を踏まえた本文の修正でございます。
　続きまして、基本高水のピーク流量の検討です。７７ページ、対象降雨量については、現行計画の計画規模１００分の１を踏襲して、降雨量変化倍率１.１倍を乗じた値とし、降雨継続時間を１２時間から９時間に見直しております。検討の結果、基準地点国安において、基本高水のピーク流量を１,５００㎥／ｓから１,８００㎥／ｓへ変更したいと考えております。
　
７８ページ、基本高水のピーク流量は、①に示す現行の流量に対し、②に示す雨量データによる確率からの検討、③アンサンブル予測降雨波形を用いた検討、④既往洪水からの検討を総合的に判断し、１,８００㎥／ｓに設定したいと考えております。
　続きまして、計画高水流量の検討です。８０ページ、流量配分の考え方ですが、上流域・中流域では貯留・遊水機能の確保、引堤を含めた河道配分流量の増大の可能性を検討しております。下流域では河道配分流量の増大の可能性を検討しております。
　８１ページ、河道配分の検討について、河床幅が狭い菊川においては、単断面形状で河床幅を確保しつつ、流下能力を確保する検討を行い、図に示す断面とすることで、国安地点で１,７００㎥／ｓの流下が可能であることを確認しております。
　８２ページです。上流部における河道配分流量の増大の検討です。図のオレンジの点線で示す区間で引堤を行うことで、加茂地点において７８０㎥／ｓの流下が可能であることを確認しております。　８３ページ、新たな貯留・遊水機能の確保により、１００㎥／ｓの洪水調節が可能であることを確認しております。
　８４ページです。小委員会では、河道と洪水調節施設等の配分流量など、２点御意見をいただいております。
　８５ページ、委員より、流量配分図を見ると、支川の流量が減っている場所があるが、理由を教えてほしいとの御意見をいただきました。支川の流量減については、計算精度を上げた関係と貯留機能を見込んで数字が下がっております。また、過去の審議事例を踏まえ、貯留を見込んでいる支川を赤枠で示しております。
　８６ページ、委員より、小流域では温暖化の影響で降雨がより増える懸念がある。将来予測も含めて、流域面積による違いが出る可能性があることについて議論したことを残してほしいとの御意見をいただきました。令和３年９月に取りまとめた気候変動を踏まえた治水計画のあり方提言の検討において、山田委員から提供いただいた分析結果でございます。十勝川・筑後川を対象に、アンサンブル降雨予測データを活用して、過去と将来の降雨の大きさを倍率として整理されたものです。面積と時間を変化させて算出しており、手前の小さい面積、短時間の降雨の倍率ほど大きくなっていることを確認しており、これらを十分認識しておくことが重要と考えております。
　８７ページは御意見を踏まえた本文の修正でございます。
　次に、集水域・氾濫域における治水対策、９０ページです。ため池を使った流域治水があれば教えてほしい。また、水質についても教えてほしいとの御意見をいただきました。
　９１ページです。菊川市では、出水時はため池管理者に水位を低くして管理をするよう依頼するとともに、水位低下操作を実施した自主防災組織に対して、ため池１か所について年間１万円の補助金を支出しております。また、ため池の管理者から市役所への水質悪化の報告はないとのことです。
　続いて、河川環境・河川利用についての検討です。９３ページ、河川環境の目標設定は、河川環境管理シートを基に区間別に生物の生息場の分布状況等を分析し、目標を設定しております。下流部の事例です。
　９４ページ、小委員会では、主な種の生息場と個体数の変遷、治水と環境の両立を目指した掘削など、４点について御意見をいただいております。
　９５ページです。委員より、ハビタットと種をつないだ分析を説明してほしいとの御意見をいただきました。ハビタットの経年変化、それらを生息場とする種の経年変化を整理しております。左上が近年の干潟の面積で増加傾向、右上の干潟を生息場とするハゼ類の個体数は増加傾向。左下が近年のヨシ原の面積で、工事で一旦減少したもののその後、回復、右下のヨシ原を生息場とするオオヨシキリは継続的な生息が確認されております。
　９６ページ、委員より、菊川は干潟が貴重な環境だが、干潟だけではなくヨシ原も一緒に存在するような改修を考えていくべきとの御意見をいただきました。右上が下流部の掘削イメージですが、掘削高の工夫、掘削を回避することによって、干潟及びヨシ原が一体となった水際環境の保全・創出を図ることとしております。
　９７ページ、資料中の床止めの記述に関して、委員より、床止めを撤去して移動性を回復するとあるが、河床を安定化するために必要な構造物であり、単純に撤去とはならない。魚道などを組み合わせながら生態系ネットワークを回復していかないといけないとの御意見をいただきました。このほか、中央の図がどんな種を考えて生態系ネットワークを検討し、必要としているのか分からないとの御意見をいただきました。
　９８ページです。菊川では捷水路による河道の直線化により、河床の安定化のための床止めを連続的に設置しておりますけれども、河床変動の将来予測について解析も行っておりますが、今後、河川整備計画に基づき整備を進める段階で、流下能力の確保と河道安定性の観点で検討を行い、床止め存置の必要性について確認をしてまいります。床止めを存置する区間では、魚道設置による縦断的な連続性を確保するとともに、床止めを撤去する区間では澪筋に変化を持たせ、捨石を配置するなど縦断的な環境の回復を目指すこととしています。
　９９ページ、中央の図について分かりにくいとのことで、この図に差し替えるとともに、生態系ネットワーク形成のための取組と対象種の関係が分かるよう修正しております。
　１００ページです。御意見を踏まえた本文の修正でございます。
　次に、総合的な土砂管理は割愛させていただいて、地域の御意見でございます。１０４ページ、地域の御意見として、菊川市長から御意見をいただいております。
　流域治水展開の方向性について、過去から治水・利水両面で心配な地域で、川に対する地元意識が高い地域。現在内水対策として、黒沢川流域に貯留施設を計画しており、流域内の貯留能力を高めていきたいとのこと。流域の関係当事者との連携については、普段から国や県との連携を密にしており、顔の見える関係を構築している。各機関との連携データ情報をＳＮＳやデータ放送を活用し幅広く周知することを心がけているとのことでした。
　菊川の説明は、以上となります。
　続きまして、高津川の御説明です。
　まず、流域の概要、１０８ページを御覧ください。高津川は島根県西部を北上し、日本海に注ぐ河川でございます。降雨特性は、上流部では年平均降水量が２,０００ミリを超え、全国平均を上回っております。主な観光産業として、水質が良好な高津川のシンボルとなっているアユが有名でございます。
　１０９ページです。土地利用は森林が約９割、農地とその他市街地等を合わせて約１割となっております。
　１１１ページ、益田市の立地適正化計画では、家屋倒壊等氾濫想定区域、浸水深が３メートル以上の区域等を居住誘導区域から除外しております。
　１１２ページ、動植物等の関係でございます。上流域では、イシドジョウ等の魚類や特別天然記念物のオオサンショウウオ等が生息・繁殖しております。中流域ではアカザの生育・繁殖、アユの遡上が確認されております。下流域ではスナヤツメ南方種等の魚類や、礫河原にはイカルチドリ、自然裸地にはシロチドリが生息・繁殖しております。出水時の放水路として整備されている派川では、通常時は緩流域であり、ミナミメダカや湿地性のサラサヤンマ等が生息・繁殖しております。
　１１３ページです。高津川は清流日本一になるなど水質が良く、また横断工作物も少なく、下流にはアユの産卵場となる瀬が存在するなど、良好なアユの生息・生育・繁殖環境を有しております。
　１１４ページです。近年の降雨量・流量について。昭和４７年７月洪水で、観測史上最大雨量を記録してございます。平成９年７月洪水では、昭和４７年洪水を超える降雨を記録しています。
　１１５ページです。治水計画については、昭和４２年に一級河川に指定、以降、昭和４３年に工事実施基本計画を策定しております。河川整備基本方針は平成１８年、整備計画は平成２０年に策定しています。
　１１７ページです。昭和４７年７月洪水では、航空写真にもあるように、堤防決壊等により１,２５４ヘクタール浸水するなど、大きな被害が発生しました。
　１１８ページです。河川空間の利用状況ですが、散策やアユ釣り等で年間約８万５,０００人に利用されております。水質は各地点において環境基準を満足しています。
　１２０ページです。委員より栄養塩濃度について確認してほしいとの御意見をいただきました。
　１２１ページに全窒素、全リンを追加し、経年的に大きな変化が見られないことを確認してございます。
　基本高水のピーク流量の検討です。１２３ページを御覧ください。対象降雨量については、現行計画の計画規模１００分の１を踏襲して、降雨量変化倍率１.１倍を乗じた値とし、降雨継続時間を２日から１２時間に見直しております。検討の結果、基準地点高角において、基本高水のピーク流量を５,２００㎥／ｓから５,８００㎥／ｓへ変更したいと考えております。
　１２４ページです。基本高水のピーク流量は、①に示す現行の流量に対し、②に示す雨量データによる確率からの検討、③アンサンブル予測降雨波形を用いた検討、④既往洪水からの検討を総合的に判断し、５,８００㎥／ｓに設定したいと考えております。
　１２５ページです。小委員会では、将来の降雨パターンの変化、降雪量の現状と将来予測の確認の２点について御意見をいただいております。
　１２６ページです。委員より、アンサンブル予測降雨波形を用いた検討の欄に緑三角が多いが、これは上流域に集中的に降るクラスター３である。実績の主要降雨波形ではこのような空間分布が確認できなかったものであり、降雨パターンの変化に注意する必要があるとの御意見をいただきました。実績の主要降雨波形はクラスター１、２ですが、アンサンブル予測降雨ではクラスター３のパターンが一定数確認されたことから、クラスター３の流量が大きくなる雨について確認をしております。
　１２７ページです。アンサンブル予測降雨波形の洪水について、詳細な時空間分布を確認したところ、高津川及び匹見川の上流域に多雨をもたらす可能性があることを確認してございます。
　１２９ページ、いただいた御意見を踏まえて、本文にも追記をしてございます。
　１３０ページ、委員より、降雪量の現状と将来変化に関して分析いただきたいとの御意見をいただきました。右上のグラフのピンク色の実線が弥栄地点の年間の降雪量で、減少傾向でございます。点線が最新の積雪量で、大きな変化は見られません。右下のグラフの青色の線が弥栄地点の融雪の開始日、これは前倒し傾向。緑色の線が２月、３月の１０度以上の日数、これは近年増加傾向です。
　１３１ページです。降雪量の現状と変化について、棒グラフの青色が降雨量、白色が降雪量、赤線が気温を整理したものです。右上の図の１２エリアごとに整理をしております。降雨量と降雪量を足した降水量に大きな変化は予測されておらず、降雪量は減少が予測されております。
　１３４ページ、いただいた御意見を踏まえ、本文にも追記をしております。
　計画高水流量の検討でございます。１３６ページ、流量配分の考え方ですが、中・上流域では本・支川を含めて貯留・遊水機能の確保、下流域では貯留・遊水機能の確保、河川環境・河川利用への影響等を踏まえた河道配分流量の増大の可能性を検討しております。
　１３７ページ、下流部の河道配分流量の増大の可能性の検討です。益田市街地の区間は、両側に家屋等の資産が集中しているため、引堤は社会的影響が大きく困難。このため、上流側のアユの産卵場への塩水遡上と河道の安定性を考慮し掘削することで、河道配分流量を現行の４,９００㎥／ｓから５,３００㎥／ｓまで増大させることが可能であることを確認しております。
　１３８ページ、３つの瀬がある区間では、アユの産卵場の形状は改変しないよう、平水位以上の掘削といたします。また、川幅が狭い区間で一部引堤を行うことで、河道配分流量を現行の３,５００㎥／ｓから３,９００㎥／ｓまで増大させることが可能であることを確認しております。　１３９ページです。新たな貯留・遊水機能の確保により、５００㎥／ｓの洪水調節が可能であることを確認しております。
　１４０ページです。基本高水のピーク流量が５,２００㎥／ｓから５,５００㎥／ｓに増大することに対応するため、河道配分流量を４,９００㎥／ｓから５,３００㎥／ｓに４００㎥／ｓ増やし、洪水調節量流量を３００㎥／ｓから５００㎥／ｓに２００㎥／ｓ増やすこととします。
　１４１ページです。委員より、昭和４７年洪水は蛇行部のところで負荷がかかり浸水している。霞堤があるので、ここが溢れやすいことは地域の方もよく分かっている。地域に愛されている良い川を残すには川の中のことだけでなく、周辺の環境も含めて貯留を考える必要がある。今後の貯め方の方向性が分かれば、よい環境を残していくために必要な努力の方向性を他の水系にも波及できるのではないかとの御意見をいただいております。
　１４２ページに、いただいた御意見を踏まえて本文へ追記してございます。
　集水域・氾濫域における治水対策でございます。１４４ページ、益田市と国土交通省により、道路盛土箇所等を緊急避難場所として活用できるよう、避難階段やスロープを整備しています。また、津和野町や吉賀町で田んぼダムの取組が行われております。
　１４５ページです。委員より、田んぼダムの取組事例の説明で、パイプを上下させて田んぼの排水量を調整という説明があるが、パイプを上下させるのは農家が生育状況に応じて湛水層を調整するものであって、実際に排水量を調整するのは排水口の調整板だということで、説明文の見直しを検討してほしいとの御意見をいただきまして、１４６ページですが、現地状況も確認して、写真の説明書きを修正してございます。
　続きまして、河川環境・河川利用についての検討、１４８ページでございます。河川環境の目標については、河川環境管理シートの情報などを踏まえ、区間別に生物の生息場の分布状況等を分析し、目標を設定しております。これも下流部の事例を示してございます。
　１４９ページです。河道掘削では、上・下流一律で画一的な河道形状とならないよう工夫し、多様な生物が生息・生育・繁殖する水や環境を保全・創出することを基本方針としてございます。
　１５０ページです。高津川のシンボルであるアユ等の回遊魚が支障なく移動できる生態系ネットワークを保全・創出します。アユの産卵場となる瀬の保全や再生に加え、右側に記載の取組とも連携して、地域経済の活性化に資するよう取組を進めてまいります。
　１５１ページです。小委員会では、遊水地を整備する環境面でのメリットなど、４点について御意見をいただいております。
　１５２ページです。委員より、河道掘削はやむを得ず実施するものであるが、川に空間があったほうが環境としては良いため、掘削だけではなく遊水地が環境にどう貢献できるかということも併せて考えてほしいとの御意見をいただきました。遊水地内の掘削により湿地環境が創出され、遊水地によって河道への配分流量が減れば河道掘削量が抑制できるため、より多くの箇所で河川環境の保全・創出が可能であると考えられます。
　１５３ページ、委員より、種や群落に関して経年的な変化だけではなく、個体数がどのように変化しているのか考察してほしいとの御意見をいただきました。上段にアユ、カマキリの個体数と早瀬の面積の変遷、下段にイカルチドリの個体数と自然裸地の面積の変遷をまとめてございます。
　１５４ページです。委員より、順応的管理は仮説を持っていないとフィードバックできない。平成１７年から２７年にかけてアユが減った理由は、二極化・樹林化によるものか、そのメカニズムを含めて教えてほしいとの御意見をいただきました。左の図のとおり、アユの漁獲量、放流尾数ともに平成２７年頃まで減少傾向です。折れ線グラフの流下仔魚数も減少傾向となっております。一因として、産卵に適した瀬の減少、さらには産卵に適した粒径の河床材料の減少が考えられます。
　１５５ページです。高津川では、先ほど説明したような検討分析を行いながら、これまでもアユの産卵環境の保全・再生を両立させる河道掘削に取り組んできておりますので、一応資料としてつけさせていただいてございます。
　１５６ページです。いただいた御意見を踏まえて本文の修正をしてございます。
　次に、総合的な土砂管理は割愛をしまして、地域の御意見、１６０ページでございます。地域の御意見として、益田市長から御意見をいただいております。
　流域治水展開の方向性について、高津川では直近５年で４度氾濫危険水位を越えており、流域全体で取り組む流域治水の重要性を改めて認識している。市街地中心部のある下流域では雨水ポンプ場の増強の検討など、まちづくりと連携した対策、中流域では霞堤を活用し、農地が有する貯留機能の維持など、より強靱な地域社会の構築を目指していきたいとのことです。このほか、高津川流域の関係当事者との連携、あるいは人と河川をつなぐ取組についても御意見等を伺っております。
　高津川の説明は以上となります。
　以上です。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。たくさんの資料、端的に御説明いただきました。ありがとうございました。
　それでは、河川整備基本方針検討小委員会の審議内容を、委員長であります私からもごくごく簡単に補足報告をさせていただきたいと思います。
　基本的には今の小委員会では、気候変動によるいろいろな変化の部分に対する適用ということで、それを見積もって流域治水に関して考えて基本方針を立てるということで、川を流れる水の変化、要するに基本高水の部分の話と、よく言葉に出てきています超過洪水ですね。温暖化の影響は様々ございますので、平均値だけでは語れないところとかたくさんございます。影響もいろいろ及びますので、そういうところに関しては、環境も含めて同じ言葉で言いますが、超過洪水的な発想というのも非常にますます大事になってきていると。
　それから、適用を流域治水として進めるのは、ある意味川を掘ったり広げたり、遊水池を造ることも含めて、環境にとっては新たに大きなチャンスになっているという面もございます。こういうところも見ていただきながら、御意見等を後でいただければと思います。
　あと、土砂に関しても、雨の変化によって大きな変化を被るということも大事でございます。そんな中、名取川に関しては、分派の手前ですけれども、広瀬川と名取川という双子の川がございます。その中で、広瀬川のほうは仙台を通るということで、計画高水を基本的には上げないという方向で今回整理いただきながら、それから、御説明ありましたように、河口のほうでは津波災害の復興をベースに、いろいろなより安全で環境とも融和したまちづくり、地域づくりをされていると。
　菊川に関しましては、非常に小さい河川流域ではございますが、古くから治水に関心が深い流域だということで、小さいながらも一級河川という形で進んできております。その中では、ため池のお話ございましたが、ここは農業との掛け算ということになって、たくさんのため池も有効利用するというような点が大きなところ。あと、内水に関しても大きく悩まれてきておられる中で、国とも共同した形で進めていくのが大事と。
　最後、高津川に関しましては、ずっと御説明ありましたように、清流というきれいなところで、上流にダムもなく横断的構造物もほとんどないような河川でございます。ということで、より治水と流域環境の掛け算という意味で大事な河川というふうに今まで議論を進めてきております。
　それで、資料としては資料４というのを準備いただいています。資料４は、我々が言っている、いわゆるリビングドキュメントということで、各河川に関する議論をしたときに、これはちゃんとキープして、メモじゃないんですけども、置いておく必要があると。あるいは、新たな考え方というのが、やはり流域治水であり、気候変動の中での治水ということを考えたときに出てきたもの、これがずっとありまして、何ページかあれですけど、今、二百数十ページのリビングドキュメントになっています。その中で、同じ資料４ということで、今回の３河川に関連するところだけをピックアップしていただいて作っていただいているというのも、皆さんに大枠で見ていただきやすいかなというので準備してくださっています。
　目次を見ていただきますと、赤い色で書いたところが大事な点として今回加わるというところになります。そのうち大事なところだけお話ししますが、先ほどの基本高水のところ、双子の河川なのに基本倍率が違うというのが出てきましたが、単位面積当たりから出てくる水の量、比流量と呼ばれるものに対しては別にそんな差はないのに、どないなってんねんということで、結局気づきということで、この隣り合う河川であっても、基本高水の対象になるような降雨事例というのが異なると。片方では採用されているけど、片方では棄却されているというような、こういう近いところでもこういう差が出るというところを、大事な点としてここで掲げていただければと思います。今のがずっと３２ページのところまでですね。既にもう説明いただいていますので説明は飛ばしますが、イメージとしてはそういうものになります。
　あと、５６ページのところを見ていただいたら、これは何の話かって、これも既に御説明いただいていますが、降雨分布の起こり方によって、今まで起こってないようなものは棄却すると、１.１倍に引き伸ばすことによってというのが考え方とあるんですけれども、将来の科学的予測の情報を見ると、過去でほとんど起きていない空間パターンが起こるようになりつつあるというのが、この５６ページの表で主要洪水分ではクラスター区分が１と２しかないのに、将来は３があると。それを今まで１と２じゃないから棄却していたのを、これから超過洪水も含めてちゃんと考えておくべき洪水分布ですよという形でちゃんとキープ、残しておくというようなところが非常に大事なポイントになります。
　それから、計画高水のところに関しては、８４ページのように、基本的に流域治水というのは、本川も支川も基本的に安全度が一緒に上がっていくという、流域全体でという意識が高い適用の仕方でありますので、右の図にありますように、支川からの計画高水自身がどういうふうになったか。これが抑えられているということは、各支川流域でちゃんと貯水して、本川下流の安全度も増しますけれども、各流域での安全度も増すというふうに捉えていただけるような大事なものであると。
　あと、計画高水に関しても、環境を考慮してやると。前の円山川のところでも御報告、議論をいただきましたけれども――いいですよね、円山川はもう終わっていますよね、そこでは下流の中州を生態系のために潰さないという意味で、計画高水を上げないと。さっきの仙台は町のために計画高水を上げないというあれでありましたが、今回生態系に関しても同様な配慮を高水に関してやってきていると。
　ということで、高津川は先ほど清流でアユで有名なところでありますので、アユの産卵に大きな影響を与えないような計画高水であり、あるいは河床の掘削でアユの産卵地に塩水が遡上しないようにするとか、あるいは平水時以下の河床の断面を生態系に優しいものにしておくとか、そういう工夫を考えていただいています。
　１５０はため池の話、１５９は津波の防御ラインの話。これはもう既に説明ありましたが、大きな東北の太平洋側の河川として特徴的なものになっております。
　あと、１７７、１７８、１８３というふうに挙げてきていただいていますが、これらは遊水地そのものも、これは円山川でありましたが、大事なセット、生態系の生きる場、グリーンインフラになるような物の考え方で治水と両立させていくと。それから、横断的に河川を塞いでいる頭首工等、あるいはいろいろな床止め等ですね。これは河道の勾配をキープするためのものですけれども、こういう治水上大事なものと、それから魚とか生き物の縦方向の移動というものと、これは相反する利益相反みたいな関係になっていますけれども、ここらに関してもより考察を深くしながら、河道の安定性、土砂の出具合の変化もありますけれども、それと併せてしっかり考えていくべきであるというのを挙げていただいています。
　それから、最後のほうになりますけれども、１８８、１８９のところに関しては、生態系ネットワークということで整理をして、この生態系ネットワークを支えるのが、グリーンインフラという場であるという整理もさせていただいています。グリーンインフラという場ですけども、河川の内外の生息場ということで、ここでは横方向、縦方向、それから鳥も含めて鉛直方向というような整理のし具合をさせていただいてきています。
　もうちょっと飛ばしますが、あとはよく議論が出たのは、生息の動植物の種類だけの変化をよく議論しているけれども、ちゃんと個体数についてもしっかり議論するようにということを御意見いただいて、１９８ページと、そうやってしかも時系列をしっかり見るようにということで、時系列をしっかり見てこれからのあり方を考えるようにという議論をいただいています。
　２０２は、先ほどの名取川河口付近の閖上地区、我々も訪問させていただきましたが、非常ににぎわいがある水辺空間になっております。
　最後、土砂に関してですけれども、沿岸の役に立つために、名取川のダムの土砂を沿岸流のより上流に置き土をして沿岸をキープするということ。それから、最後は都市計画との関連で、立地適正化計画との関連で、危ないところは居住区域にはしないというのを強くもう既に認識して、動いてこられているこの流域であるというのを強調いただいております。
　それでは、以上、簡単ですけれども、今までの審議、それぞれ２回ずつ進めさせていただきました結果の報告を、事務局から、私からさせていただきました。
　それでは、ただいまの説明及び報告につきまして、この後、委員の方々から御発言いただきますが、各委員からの御発言の前に関係する県の方々、今日３県からお見えいただいていますが、御発言をいただきたいと思います。本議題の審議時間は４０分程度を予定しております。御発言は簡潔にずばっと言っていただいて結構でございますので、お願いできればと思います。
　まず最初に、宮城県土木部副部長の鈴木様から、御発言をお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【宮城県知事（代理）】　　宮城県土木部副部長の鈴木でございます。本日は知事の代理で出席をさせていただいております。
　名取川水系河川整備基本方針の変更につきましては、２回にわたる小委員会での審議に続きまして、本日の河川分科会において御審議いただきましたことを心より感謝申し上げます。
　今回の変更案について、特に異議はございません。今後変更される河川整備計画につきましては、上流域における河道配分流量の増加に伴う関係機関や地元調整が少なからずあると考えられることから、関係自治体と密に連携が図られますようお願いいたします。
　宮城県としましても、流域治水の考え方を踏まえまして、国や流域市町と連携してしっかり治水対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続き御支援、御協力をお願い申し上げます。
　宮城県からは以上でございます。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。引き続き連携、どうぞよろしくお願いいたします。
　続きまして、静岡県交通基盤部河川砂防局長の山田様がおいでいただいています。御発言をお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【静岡県知事（代理）】　　静岡県でございます。知事の代理で出席をさせていただいております、交通基盤部河川砂防局長の山田でございます。
　本日は、菊川水系の河川整備基本方針の変更につきまして御審議をいただきまして、誠にありがとうございます。内容につきましても特に異論等はございません。
　あと、菊川につきましては、令和元年１０月の洪水で、支川の牛渕川や黒沢川等で溢水や内水氾濫が発生をしており、水災害対策の加速化が求められているところでございます。
　そのような中、今回の方針の変更におきましては、将来を見据え、気候変動の影響を踏まえた流域治水の取組や総合土砂管理など、また、河川環境などを盛り込んでいただくことに対しまして感謝を申し上げます。
　本年３月末には、流域治水の実効性を高めるため、菊川水系の支線の黒沢川におきまして、その流域が特定都市河川に指定されたところであります。県といたしましても、国や地元菊川市と連携しまして、流域治水の取組を強力に推進してまいりますので、引き続き御指導、御支援をよろしくお願いしたいと思います。
　静岡県からは以上となります。よろしくお願いいたします。
【中北分科会長】　　ありがとうございました。新たに都市河川として指定ということで、より連携、どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、次に、島根県土木部河川課長の三原様から、御発言をお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【島根県知事（代理）】　　島根県知事の代理で参加させていただいております、河川課長の三原でございます。よろしくお願いします。
　このたびは、高津川水系河川整備基本方針の変更につきまして、小委員会に引き続き御審議いただきありがとうございます。島根県といたしましては、変更案につきまして特に異議はございません。
　その上で、１点ほどお願い申し上げます。高津川は、これまでに度々水質が最も良好な河川に選出された本県を代表する清流でありまして、アユをはじめとする動植物の生息・生育・繁殖環境の保全は県としても大変重要だと認識しております。これまでも学識経験者や地元の漁業関係者で構成される高津川河床掘削懇談会が組織されまして、河床掘削が河川環境に与える影響を検討されるなど、環境に配慮した川づくりが進められているところでございます。
　今後の河川整備計画の変更に際しましても、あらかじめ関係者への丁寧な情報提供をお願いしたいと考えております。本県といたしましても、国や関係自治体と連携しまして利水・治水の取組を推進し、県民の安全安心の確保に努めてまいりたいと考えておりますので、引き続き御指導のほど、よろしくお願いいたします。
　島根県からは以上でございます。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。改めて水質、アユについて言及いただきました。どうもありがとうございました。
　それでは、委員の皆様方から御意見、御質問など、御発言をお願いできればと思います。冒頭事務局から御説明ありましたとおり、発言を希望される方は挙手機能、こっちの人は手挙げてもらってええんですけど、あれを上げていただければと。見えないからあれだけど、まず今、沖委員、手を一番に挙げていただきましたので、お願いいたします。
【沖委員】　　ありがとうございます。簡潔にやります。
　まず名取川につきましては、都市化率が５、６％から１２％ぐらいに倍増していますが、そういう効果はどのぐらい今回の高水の検討で考慮されたのかという点。
　また、先ほど比流量で言うとあまり変わらないというお話がありましたが、１割程度はやはり違うので、それはおっしゃるとおりハイドロのパターンあるいは空間パターンによって違うということかとは思いますけれども、今回そもそも流量２割という大体目安の変化をしている中で、１割違うというのを近いと言ってしまうと、あまり高水を変えなくてもいいじゃないかっていう話にもなりかねませんので、やはりそこはちょっと御説明の仕方を注意していただくのがいいかなと思いました。
　菊川につきましては、７８枚目のスライドで、これ、実は菊川に限りませんが、どれも１００分の１なのであれば、なぜその上のほうを選ぶのかというところの説明が、何度説明を聞いても分からないところがございます。また、その上のハイドロとハイエトを見たときに、ピークとピークの間が大体三、四時間ぐらいしかないところで９時間という、ですからその確率降雨を考えるのに必要な時間と、本当に効く時間単位というのはやはり違うんじゃないか。例えば特にここは流域面積が非常に小さい、１６０平方キロ足らずの河川なので、本当に短い豪雨が効くんだとすると、もっと実は強いのがあり得て、同じようにやったときには高い高水になる可能性があるということを捨てられないんではないかなと感じました。
　高津川につきましては同様なんですけれども、御意見の中で計画流量を見直す際に引堤をするというお話もございましたし、やはり長期的には引堤と掘削、どちらが持続可能かというと、１００年後、１,０００年後に残すことを考えると、都市化が現在激しいところでも人口は減るというのを好機に、ぜひ都市部局、あるいは国土部局といろいろ連携して、河川区域指定をして、あるいは計画をして川幅を確保する。荒川のように後世に残るような川を造っていくということを忘れずにやっていただきたいなと思いました。
　１点、こういうアユの漁獲量の変化についての話がございましたが、多分漁師さんが減っているというのが効いているんじゃないかと思いますので、御検討いただければと思います。
　また、グリーンインフラにつきまして、生息の場という話がありました。グリーンインフラとして設計するのであれば、どういう機能を持たせるのか。つまり、水質浄化なのか、遊水機能なのかといったやはり機能を意識しない単に生息の場であったと。自然環境を保全するというのではなく、やはり治水あるいは環境に対してどういう機能を期待しているかというのをやはり明確にしていくのが、今後求められるんじゃないかと思います。
　最後ですが、一級河川かということですね。１０９はやはり多過ぎるのではないか。丁寧に一つ一つ見る余裕がない。本日も島根県さん、静岡県さんはちゃんといらして、深刻な洪水があった後に一時的に国が支援をするというのはいいと思うんですけれども、一旦落ち着いた後には、ぜひ国全体から見ると優先度を下げなきゃいけない川でも、地方地方にとって非常に重要な川であったり、環境とその治水のバランスであったり、そういうものはやはり地方地方に任せたほうが今の時代に合うんではないかと思いますので、今回はもちろんこれで結構なんですけれども、やはり重点的に国が見る川と、地方のその特性を生かしてこういう計画を立てていただく川というのを、少し方向性を分けていただくというのも大事なんじゃないかなと思いました。
　以上です。
【中北分科会長】　　ありがとうございました。
　今のところ手を挙げている方はおられますか。いなかったら一旦ここで答えてもらいますか。基本的には説明をちゃんとせよという部分と、それから持続可能性を考えたときにどっちが良いのかというようなことを、将来を見据えての議論もしておいていただけていますかというところというのが大きな御意見ですよね。
　それから、高水に関しても、こちらに関してはもう少し流域の雨の降り方も含めて、丁寧に少し説明いただいておいたほうがいいんじゃないかということ。
　最後は、これも流域総合水管理のところでも言うてはったけれども、一級河川、二級河川の見直しせんでいいのかというのが最後のお話でございます。
　これ、事務局に振ってよろしいですか。西澤課長のほうからお答えいただけますか。よろしくお願いいたします。
【河川計画課長】　　貴重な御意見、ありがとうございました。
　まず最初の、都市化率の市街化の区域の変化のお話は、直接その市街化分が増えた、減ったということでの反映ではなくて、結局実績流量でどうなっているかというところで見ているというのが実態かなと思います。ただ、そういう視点も大事かなと思いました。
　比流量の話も、１割というのは、私もどう表現するかちょっと悩んだところではございます。ただ、全体としてのバランスではという感じでは御理解いただいていると思いますけども、表現の仕方、さらに考えていきたいなと思いました。
　それから、実際のその降雨継続時間の決め方と実際のハイエトの話は、どういう対象降雨になるかというのにも関わってくるかとは思いますが、そういう視点で見るということも大事なことだなと思いましたので、参考にさせていただきたいと思います。
　それから、荒川の事例を出していただいて、１００年後、１,０００年後、引堤がやはり後世にとって大事なことだというのもおっしゃるとおりでありまして、そういったところは思考を停止せずにいろいろ検討していきたいなというふうに改めて思いました。ありがとうございました。
　それから、一級水系の１０９についてのお話は、過去にはいろいろと都道府県との調整も経て、今、実際があるということでございますが、実際には確かに大きな河川から小さい河川まで結構幅広くあって、一応一級水系の指定の考え方にはのっとってやっておりますが、いずれにしても、そういう多様なところも踏まえて、しっかり都道府県とも連携しながら管理を考えていきたいなと思います。
　グリーンインフラは、ちょっと……。
【中北分科会長】　　今の沖委員の機能というのは、治水・環境両面に対してということでよろしいですか。
【沖委員】　　治水でも結構ですし、ですから遊水機能でもいいですし、水質浄化でもいいですけれども、何を期待してこの場を置くのかというのをなしに、自然を残せばそれがグリーンインフラでしょうではないんだと思うんですね。やはり意図的にそこに設計するわけですから、それを定量的に評価するのは難しくても、例えばグリーンインフラで川じゃないところの例というのは簡単です。マングローブを、じゃあ、何メートル幅を持たせると、どのぐらい高潮を下げられるかとか、やはりそういう評価という目論見があってのインフラだと思うんですね。
　なので、単にその自然生態系を保全しているんじゃなくて、特定の意図を持って、こういう機能を発揮してくれることを期待して、これだけの自然あるいは湿地を保全します、あるいは河畔林を保全しますというのがグリーンインフラじゃないかと思いますので、これも表現の問題かもしれませんけど、生息場と言ってしまうと、若干何か植物園を置くような感じになるのかなというふうに聞こえましたので、申し上げました。
【中北分科会長】　　僕、委員長として答えてもいい？　さっきそっちが答えたから、今度はどうぞよろしく。
【河川環境課長】　　河川環境課長でございます。
　御指摘の点、十分、今後考えていきたいというつもりでおります。今回リビングドキュメントのほうでも１８８ページですか、生態系ネットワークの類型を行って、今まで生態系ネットワークって全体でしかやっていないのを細分化して、生物環境の細分類にすることで、理想とする環境像というのを明確に目標を持てるような方向に、今持っていこうと思っています。
　これに対応する形で、じゃあ、この生態系ネットワークをどうやって樹立をするかという部分で、次のページでグリーンインフラというところのアプローチから、グリーンインフラを生息場としての場として捉えることで、生態系ネットワークをどう実現していくかという流れで、じゃあ、先生のおっしゃるように、その場一個一個に行ったときに、機能性を考えたときに、治水にも利水にもという流域総合水管理の観点から、どういうふうにその場を上位目標に対してアプローチしていくかということを考えていくと我々もちょっと認識しているところではあるんですけど、それを現場が動かしやすいようにどう落とし込むかはこれからの議論と考えておりますので、先生の御指摘を踏まえて対応したいと思います。
【中北分科会長】　　ありがとうございました。委員長としてどんな議論になっていたかいうのもちょっとだけ補足すると、やはりさっきスライド、これは概念的とかこれが縦横、鉛直も大事だということも含めて、生息場ということもそれで概念的には定義として言っているんだけど、それぞれの流域ではどうするかっていうところを見たときに、各遊水地では生態系に対してどういう、例えば高津川ではアユの話が出たし、それぞれの河道掘削でもどういう植生とか鳥とかいうのも一応意識しながらやっておられているというところは、この小委員会の中でも議論いただいています。
　ただ、やはり大事なのは、これから学も含めての大事なところだと思うんですけども、生態系に対する定量的指標というのをやはりしっかりつくっていって、それが河川の例えば水位の目標とか、そういうのに匹敵するような何か定量目標、科学的ベースの目標をこれからつくっていくというのが流域環境の中でも大事なことかということで、水理と生態系の研究者、また掛け算でいろいろ研究をやってもらったらいいかなと思います。というので、ちょっと補足としてさせていただきました。
　非常に大事なところ、多く御質問いただきましてありがとうございました。内容が深まりましたですね。ありがとうございます。
　それでは、ほかの委員の皆様方から御意見、御質問あればお伺いしたいと思います。まだ３０分程度議論の時間がございますので、どうぞよろしくお願いします。こちらも会場も遠慮しないで、いつも最後にされるつもりで遠慮されていますが、いかがでしょうか。画面のほうは、まだ……。どうぞ、楓委員ですか。よろしくお願いいたします。
【楓委員】　　楓でございます。御説明ありがとうございました。
　観光の面でお話しさせていただくと、どうしても高津川のことになります。この上流の津和野は御存じのように美しい町並みが残り、コイが泳ぐ水路が巡らされていまして、その風景は、インバウンドのお客さんにもこれからますます注目されてくる地域かと思います。
　そういった意味で、津和野川上流から、津川の益田までの下流まで、流域全体でその清流を守っていることを、津和野にいらした観光のお客様にも伝わる工夫をしていただければと思います。この流域を保全するための、地域の皆さんの取組みに感動しました。ここまで厳しい流域管理を行っていることを、お客様に伝えると、同じように感動していただけると思います。
　１点質問です。高津川の基本方針案の変更案の１４ページの７行目です。
【中北分科会長】　　少々お待ちください。今、画面に出してくださっていますので。
【楓委員】　　はい。「高齢者をはじめとして誰もが安心して川や自然に親しめるようユニバーサルデザインを形成する」という記載があります。実はこの「ユニバーサルデザイン」と文言が、ほかの基本案にもあった可能性がありますが、あまり見かけない文言です。具体的にこのユニバーサルデザインの形成とは、どのような取組がされているのかというのが、お分かりになったら教えていただきたいと思います。また後日でも結構でございます。勉強したいと思っております。
　以上でございます。
【中北分科会長】　　ありがとうございます。津和野が流域だというのを改めて思い起こさせていただく御意見もいただきました。ありがとうございます。
　今のところ、ここは回答されますか。
【河川計画課長】　　今ちょっとすぐに……。
【中北分科会長】　　分かりました。じゃあ、後でもし答えられるようでしたら、お答えしたいと思います。貴重な御意見、どうもありがとうございます。ユニバーサルデザインは、ここは文章を変えろというほどの意見ではないでよろしいですか。
【楓委員】　　ええ。非常にこういう入り方が、今後いろいろなところの参考になるかなと思いました。
【中北分科会長】　　分かりました。どうも貴重な御意見ありがとうございました。
　続きまして、どんどん手を挙げていただければと思いますが、いかがですか。よろしいですか。
　じゃあ、まず石田委員、今の関連で、先に中村太士委員に聞いていいですか。中村太士委員、いかがでしょうか。
【中村委員】　　ありがとうございます。
　まずは、沖委員がおっしゃられたグリーンインフラについては、私も同様に考えます。つまり、機能は必ずしも、今は生物生息場、特に生態系ネットワークで使った場合は生物多様性の保全という機能を、生息場を提供することによって発揮するという意味で使われていると思うんですが、例えば遊水地なんかは当然遊水機能を発揮する、あるときはそこに人が訪れるということによってレクリエーション的な、いわゆる生態系サービスを発揮するので、ちょっと今、本省は、結構私がこの分科会のほうに入ってからいろいろな注文をして、それをこなすので大変で、なかなかきれいに今回の説明はできていないんですが、やはりグリーンインフラという名前を使うということは、社会の課題解決のため、今回水局が使っているということは、治水・利水環境の課題解決のためということだと思うので、そこはきちんと将来的に整えて説明したほうがいいなと思いました。
　それからもう一点、特に高津川のアユの問題でも出てきているんですが、今後、例えば掘削によってアユの産卵床を造るというのは、技術的には相当難しいと思っていて、言ってしまえば元に戻る可能性というのは当然あって、根本の理由が掘削で解決できるとは思わないんですね。
　それは多分、フラックスという上流から流れてくる水の量とか土砂の量によって、現在の生息場が維持できるといったような道的な考え方を持ち込まなくちゃいけないので、ぜひ掘削によってできるとは思わずに、モニタリングしながら、それが変わっていくその場がそのオンサイト、その場所だけじゃなくて、結果的にほかの場所でまた形成されるといった、ある場所は遷移が起こって違う場に変わってしまうけども、ほかの場所ではきちんとまた礫河原、アユの産卵床が形成される。動的に維持するといったような、将来はそちらの方向に向かってほしいなと思っているので、今はこの状態で仕方ないんですが、将来的には今言った水理学が生物の場をきちんと維持できるような、そういった形で発展してくれるといいなと正直思っています。
　何が言いたいかというのは、決して今言ったような掘削だけではできないので、それがうまくいかなかったときにどういうスキームを持ち込むかというのは、将来的な議論としては必要じゃないかなと思いました。
　以上です。
【中北分科会長】　　明確に御意見いただきました。ありがとうございました。後でお答えいただけるところは、お答えいただけるという形にしたいと思います。
　それでは、石田委員、どうぞよろしくお願いします。
【石田委員】　　ありがとうございます。私、グリーンインフラ懇談会の座長をさせていただいておりまして、グリーンインフラという言葉が出てくると、何か最近は一言言わないと気が済まないという感じもあります。
　沖先生がおっしゃられたこと、もっともだと思いますけれども、やはりグリーンインフラと言うと、さっき中村先生もおっしゃったようにいろいろな意味での社会課題解決のためにやるということで、本当に物的な財であるとともに、それをどううまく社会システム化していくか。そのためのエコシステムも含めないといかんよねという議論もしておりまして、そういうことをもうちょっと、流域治水をどう実現するかということも深く絡んでおりますので、何と言いますか、ここまで中北先生が説明に使われたあの絵を見て、本当にいろいろなところをたくさん考えられていて、私も感激したんですけれども、この絵ですね。あるいはこの絵。河川だけじゃなくて、本当にいろいろな要素を視野に入れられている。それをさらにどう使う、課題のために活用する。そのためのノウハウとか社会システムづくりなんかも非常に必要になってこようかと思った次第です。
　グリーンインフラは、御存じのように河川から始まりまして広く認識されるようになってきたわけですから、そういった観点からも、さらに先を突っ走っていただくとありがたいと思います。ありがとうございました。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。いろいろ河川流域環境ですね。まだまだ僕としても勉強をやはりさせていただけるところだと、今も新たな視点、ありがとうございました。
　何か答えますか。いいですか。じゃあ、後で時間があれば、少し事務局のほうからも御返答いただきたいと思います。石田委員、どうもありがとうございました。
　ほかの委員はいかがですか。山本委員、お手を挙げてくださっていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
【山本委員】　　ありがとうございます。ちょっと今日、カメラの調子が悪いので、なしということでお話しさせていただきます。御指名どうもありがとうございます。また、丁寧な御説明どうもありがとうございます。
　資料１の名取川水系のスライド１９のところで、名取川が入った名取市の閖上地区が地盤が大分かさ上げをされているということでお話を伺っておりまして、そういったところで、気候変動等の影響でかなり大雨になってしまったり豪雨災害が生じても、この地区は大丈夫なのかなと。ちょっと場所的にもどうなのか、御意見をお伺いしたいなというのが１点目です。
　同じく名取川水系で、青葉城公園の中の森の庭園の中に、都市部でのグリーンインフラの一種として雨庭の設置をされているということなんですが、どういう効果があるのか。すぐに効果についてお答えいただくというよりも、都市部の中でも広瀬川の場合には非常に重要なやはり対応が必要かなと思いますので、お聞かせいただけたらと思っております。
　菊川水系では、感銘したのが、過去から利水・治水両面から心配な地域だということで非常に歴史があって、過去から川に対する地元の意識が高い地域であるといったところで、そういったところに感銘を受けました。新しく来る方々とか次の世代の方々に、こうした川に対する地元の強い意識の伝承も考慮していただけたらと思いました。
　最後に高津川水系ですが、お話を伺っていると、やはり近年の集中豪雨等で氾濫危険水位を超過するといったことが多いとも承っております。そうすると、ハード面だけではなく、やはり関係機関の情報共有とか住民への水害リスクの情報の提供といったソフト対策のところも重視して、どんどん進めていただけたらと、強靱な地域社会をつくっていただけたらと思いました。
　そこで、一緒に河川の上・下流域の自治体が一体となった流域治水の例として、田んぼダムについて御紹介をいただいておりました。全く異なる自治体が川を仲介としてつながっていくという例でもあると思うんですが、その中での上流域の自治体さんで、田んぼダムをやはり考えていらっしゃって、整備されて、非常にしっかりとした対策をされているというお話を伺っておりまして、現在までの効果等がどういった状況なのかについて、もし教えていただけたらと思っております。
　以上となります。
【中北分科会長】　　御質問と貴重な御意見ありがとうございます。それじゃあ、ちょっと事務局のほうに振らせていただいてよろしいですか。西澤課長、よろしくお願いいたします。
【河川計画課長】　　ありがとうございました。
　名取川の河口のかさ上げ部についてのお話がございました。この資料はどちらかというと津波に対する多重防御ということで工夫されているという資料で、最初の説明ではちょっと割愛させていただきましたが、この地域では非常に大事なまちづくりの取組ということで資料をつけさせていただいています。当然、かさ上げした部分と堤防というのは面一になっているところもあって、そういう意味では河川流に対しては、周辺に対しては非常に安全なところになっているかと認識してございます。
　青葉城のところはちょっとよく……。ちょっと確認をさせてください。
　それから、田んぼダムの効果みたいな話がございましたけれども、流域治水を令和３年に法改正しまして、政府全体というか各省とも連携して進めていく中で、特に田んぼダムというのは、流域でも非常に農水省も協力的で、すごく浸透してきている施策になってございますけども、じゃあ、その効果がどのぐらいあるのかということについては、必ずしもまだ明確に言えるところが整理できてないようなところもございますので、そういったところは今後の課題かなと考えてございます。
【山本委員】　　もし将来的にどういった効果がどの程度あるのかというのがうまく示されると、ほかの地域でもこうした取組がうまく広がっていくんじゃないのかなと思いまして、質問させていただきました。どうもありがとうございます。
【河川計画課長】　　どうもありがとうございます。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。
　じゃあ、新たにお手を挙げていただいています田中委員、どうぞよろしくお願いいたします。
【田中委員】　　田中里沙です。どうも御説明ありがとうございました。大変丁寧に説明いただきましたので、全体、よく理解できましたし、前回の委員の先生方からの疑問に対する対応もよくしていただいたなと思っております。
　幾つか今日いただく中で、本当にまた新たな気づきをいただけたわけなんですけれども、まず名取川におきましては、治水とまちづくりに取り組んで、流域全体の多面的価値を創出していこうというふうにする中で、整備される河川と自然資本の上で、産業の間にも結びつけることができるか気になりますし、応援したいと思っています。
　こちらは震災後に生物の状況は少し変わりましたということで、整備とは関係なく変化したところも伺いましたし、ここにはもともと土木遺産のようなビジネスの継承すべきような資産もあるということでございましたので、こういう多くの人や技術が参加されたものの知見みたいなことがまとまって、次に生かされると良いなと思っていました。
　途中で何か国がやるか、自治体がやるかというふうな問題もありましたけれども、どちらにしても今、そのような専門の人材が希薄になっているということですし、人口が減少するということは、そのようにインフラの担い手も減少してくるということになりますので、この辺りは今回のようなこういう調査も大きな資産になると思いますし、有効につないでいただくといいなと思いました。
　２点目は、菊川市長のコメントの中に、川が暮らしの一部になっていて、洪水のときには住民の皆さんがお風呂の水を流さないとか、何かそういうふうな何となくの暗黙の了解があるというコメントが出されていたんですけれども、こういう流域治水におけるソフトの対策というのは、本当に住民の皆さんの認識とか文化的な共助と言いましょうか、この暮らしの中の知恵というのが各地域ごとにあるかなと思いましたので、こういうこともぜひ整備のこの機会に、多くの方にまたよりよく知っていただければと思います。先ほど楓先生から観光客の方のお話もありましたけれども、例えば観光に来ている方とかインバウンドで行っている方とかにも、万一こういう局面に出会ったときには、こういう地域の知恵が共有されるようにというふうになるといいなと思いました。
　３つ目、高津川は本当に美しい川で、河川局はじめ多くの手が入って、もう里川のような感じで持続可能に価値を維持向上させているんだなと思いますけども、今回のこの資料の中にはその里川としての機能というか、手が入ることによる価値の向上ということのエビデンスがたくさん入っていますので、それ自体をインフラ整備の価値として抽出して、また発信をしていただくといいかなと思いました。
　最後は、先ほどの田んぼダムですとかため池の有効活用のお話も聞かせていただいて、この辺りというのは、森林とかで農水省さんの管轄で協力をされるというところもあるのかなと思いまして、ずっと流域治水はもちろん河川局を中核にどんどん展開して、尽力もいただいているところなんですけれども、こういう田んぼダムであれば農水省、観光の視点とか観光資源になるとかグリーンインフラとか、そちらであれば環境省とか観光庁とか、他省庁と連携をして、流域治水に取り組んでいくということの具体的な好事例が、もう今回の中にも散見されるなと思いましたので、こういうことを広めていくと、多くの人がたくさん参画という状態に持っていけるのかなと思いました。
　ほぼ感想で失礼しますが、よろしくお願いいたします。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。貴重な感想というところをいただきました。ありがとうございました。
　それでは、ほかの皆さんも時間が短くなってきましたので、皆様からの御意見、まず聞き終わってから、最後御回答いただくようにしたいと思いますが、ほかの委員の皆さん、いかがですか。よろしいでしょうか。
　それでは、会場から清水委員、どうぞよろしくお願いいたします。
【清水委員】　　基本方針検討小委員会のほうでも、私、審議していますので、その議論ではこの議論の中で、益田市長さんのほうから最後のところのコメントで、やはり洪水貯留がとても大切で、背後地、霞堤のところを空けて土地の利用に規制をかけて農地として保存すると。非常に取組をすごくやっていますよね。この資料の中で、遊水池を造るというところが湿地環境的なイメージのものを書いているんだけど、やはり営農を前提とした遊水地を広く、むしろ営農を前提にすることによって相当な面積を取らなきゃいけないんだけれど、面積が低いとどうしてもそういうことができないんだけども、そういう理解を多分ここの霞堤を残して、そこの農地にその機能を残す。そういう土地の理解が非常にありそうなところだなという印象を持ちましたので、ぜひ営農を前提にしながら、そのためにはどのぐらいの面積が必要なのかということも、やはり今後の議論の中では出していくことが大切かなというふうに、市長さんの話を聞いて思いました。
　その辺、非常に理解があるなということと、現地へ私は行ってないんですけど、非常に良い川なんだろうなというところで、中北委員長も先ほど言われたように、川の環境を残すために貯留の大切さを残しているという、これは先ほど言われたように、円山川に次いで、こういう環境を重視した川づくりというんですかね。そういうものの事例だなというところで、こういう計画が立ったときに、やはりその精神が地域全体に浸透していくような基本方針の発信の仕方というのが大切じゃないかなと思いました。
　以上です。
【中北分科会長】　　こちらも大事なポイントをいただきまして、ありがとうございます。
　ほかはよろしいでしょうか。それじゃあ、委員の皆さん、ありがとうございます。
【河川計画課長】　　ちょっと先ほど宿題になっていたものを。
【中北分科会長】　　事務局から、どうぞお答えください。
【河川計画課長】　　まず、青葉城公園の雨庭の関係ですけども、効果は結構ありまして、地下水の涵養とか工事の削減もございますし、雨水の浄化、あるいはヒートアイランドの緩和と、都市景観の向上とかいろいろな効果があるというふうなことでございます。
　また、先ほど楓委員から、ユニバーサルデザインの取組ということで、具体的にはという話がございましたけれども、利用しやすい川づくりということで考えているんですけども、後日、改めて回答したいと思います。
　あとは、特に高津川なんかに関しては非常に良い取組、アユ、あるいは清流を生かした良い取組ということで、いろいろな旅行客だけじゃなくて、いろいろな実際に広めていただきたいみたいなお話がありましたので、そういったこともしっかり進めていきたいと思います。ありがとうございました。
【中北分科会長】　　どうも西澤課長、ありがとうございました。
　それでは、ただいまの御審議を踏まえまして、皆様にお諮りしたいと思います。
　河川整備基本方針本文の語句に関しては修正という意見ではございませんでしたが、修正等もしありましたら、基本的には私に一任いただくということにして、名取川水系、それから菊川水系及び高津川水系に係る河川整備基本方針の変更についてに関しましては、当分科会として適当と認めるということにしたいと思いますが、いかがでしょうか、委員の皆様方。
（「異議なし」の声あり）
【中北分科会長】　　皆さんの声が全部聞こえたような気がします。御賛同いだきまして、どうもありがとうございました。それでは、そのようにさせていただければと思います。
　ここで、名取川水系、それから菊川水系及び高津川水系に関係する件の皆様方は、審議事項終了のため、御退席されます。どうも、今日は貴重なお時間いただきまして、ありがとうございました。
　それでは、審議事項につきましては、各委員からいただきました御意見等、いずれも貴重なものでございますので、今後、事務局において十分に検討し、施策に反映していただきたいと思います。
　なお、社会資本整備審議会運営規則第８条第２項によりまして、分科会の議決は、社会資本整備審議会長が適当であると認めるときは、審議会の議決とすることができるというふうにされておりますので、本日の審議事項につきましては、後日、会長の承認を得て、審議会の議決としたいと思います。
　それでは、どうも委員の皆様方、ありがとうございました。
　それでは、審議はこれで終了しまして、報告事項に移らせていただきます。報告事項は、流域総合水管理のあり方についてでございます。
　それでは、事務局から御報告をお願いいたします。
【河川計画課長】　　それでは、資料５に沿って御説明させていただきます。
　まず、１ページ目でございます。流域総合水管理のあり方についての検討部会小委員会の概要でございます。流域総合水管理のあり方につきましては、河川と水資源にまたがるということで、国土審議会水資源開発分科会と社会資本整備審議会河川分科会の合同開催で審議をいただきました。構成員は左側にあるとおりでございまして、中北分科会長に部会長、小委員会長を務めていただきました。審議経過は右側にございますが、昨年１２月、大臣から国土審議会長、それから社会資本整備審議会長に諮問され、今年に入って４回の審議を重ねていただき、６月に答申をいただきました。
　２ページ目は、答申の概要になります。２ポツで背景・課題、３ポツで流域総合水管理が目指す方向性、４ポツで具体的な取組内容という構成になっておりまして、小委員会では、３ポツの流域総合水管理の目指す方向性について、分かりやすく伝えるためのキャッチフレーズについても御議論いただきまして、３ポツに列挙をしてございます。
　３ページ目でございます。背景・課題ということで、左側に社会全体の動きとして、自然環境の変化、社会構造の変化、新たな技術の進展の３つを挙げておりまして、右側に水分野における具体的な事象として、自然環境の変化については水災害の激甚化・頻発化や渇水リスクの増大、またその緩和策であるカーボンニュートラル、さらには生物多様性の回復があります。
　社会構造の変化については、水インフラの老朽化や災害等による水供給リスクの増大や、人口動態や産業構造等の変化を受けた水需要の変化などを挙げてございます。こうした背景・課題を踏まえて、流域総合水管理が目指す方向性について取りまとめていただいてございます。
　４ページでございます。概念図でございますが、治水に加えて、利水関係についても流域全体であらゆる関係者と協働して取り組むとともに、流域治水、水利用、流域環境間の相乗効果の発現や利益相反の調整を図ることなどによって、水災害による被害の最小化、水の恵みの最大化、水でつながる豊かな関係の最大化を目指すということでございます。
　５ページをお願いします。相乗効果の発現、利益相反の調整の事例でございますが、流域治水・水利用・流域環境の分野間で調整等が必要な事例を３つ挙げております。事例１はダムの運用でございますが、治水面では容量を空けておきたい、利水面では貯めておきたいという中で、気象予測を活用して増電や事前放流等に取り組むハイブリッドダムを進めております。
　事例２は遊水地の整備ですが、千歳川の舞鶴遊水地では治水安全度の向上を図るとともに、タンチョウが繁殖しやすい環境づくりにも取り組んでおり、こうした治水と環境の相乗効果の例も増やせればというところでございます。
　事例３は利水の取水地点の違いによる水利用と環境の調整です。取水地点を下流から上流へ移すことで、利水面では導水をポンプアップではなく自然流下とすることができ、省エネやコストダウンにつながります。他方、環境面では減水区間が新たに生じることから、影響を見定め、どこまで許容できるかの検討が必要になってまいります。
　６ページ、これ以降は様々な流域総合水管理の取組例を御紹介したいと思います。まずハイブリッドダムの取組については、左側に記載のとおり、ダムの運用高度化、既設ダムへの発電施設の新増設、ダム改造・多目的ダムの建設の３つございまして、右側はダムの運用高度化の説明になりますけども、オレンジの部分が融雪出水時に発電放流管を通らないいわゆる無効放流を避けるため、融雪期前にあらかじめ水位を下げて容量をつくっておく。また、ピンクの部分は本来であれば次の洪水に備え速やかに水位を下げるところですが、当面洪水がないと予測される場合には、水位低下を発電放流管を通して行うことで、増電に取り組むものです。
　７ページは水利権未取得のダム使用権の活用でございます。将来の水需要に備えて、ダム使用権を有しているものの、現時点では水利権を取得していない場合がありまして、ダム使用権を上水から工水や発電に移転している事例がございます。こういったやり取りがより活発になされるように、現在法律上は認められていないダム使用権の貸与についても検討していくべきではないかとの御提案をいただいております。
　
８ページは、水利権の転用による活用でございます。通常、使用しなくなった水利権は、直接他の者に譲渡することができず、河川に返すことになりますが、同じタイミングで他の者から水利権の申請があった場合には、返された水利権を転用してこれを認めることができ、見かけ上譲渡するようなことが可能となっております。しかし、転用事例は１０年間で１１件と少なく、同一地方公共団体でしか行われていないのが実状です。関係利水者間で水需要に関する情報共有、あるいは調整ができる仕組みを構築すべきではないかと御提案いただいております。
　９ページは、水路網等の有効活用でございます。広島県では半導体工場の増設のために、工業用水の供給を増強する必要が生じたところ、既設の上水道施設を用いて供給することとしてございます。つまり、上水道専用の施設だったものが、上水道と工業用水道の共用施設になることとなります。広島県の例は同一の事業体の中での取組ですが、異なる事業体の間でもこのような施設の有効活用を進めていければと御提案いただいております。　１０ページは、不測の事態に対する事前検討でございます。近年、災害のみならず、水インフラの事故も各地で発生しておりますが、事故や災害時でも最低限の水が確保できるよう、関係者間で代替水源や水融通について事前に調整しておこうというものでございます。その上で、資料の下の箱にあるように、水路網の複線化や異なる事業体間での接続等、地域の実情に応じてリダンダンシーの確保も促進していくべきとの御提案いただいております。
　１１ページは、環境の取組になります。ダムの放流を利用した環境改善で、これは札内川の例ですが、ダムでは出水期に入る前に水位を下げますけれども、そのときにフラッシュ放流を行い、河道の流路の固定、あるいはその樹林化を防止していくことを促しているところです。ダムの運用としては、先ほどの発電のための運用とは逆に、一気に放流する形になります。
　
１２ページは、水辺の魅力や価値の向上でございます。河川空間を活かして地域のにぎわいを創出する取組として、かわまちづくりを進めておりますけれども、箇所ごとの点での取組ではなく、流域全体でその流域の特色を踏まえて連携を進めていこうというものでございます。川内川では、水系全体でかわまちづくり計画が策定され、協議会も全体で設置されており、こうした取組を増やしていくべきとしていただいております。
　最後、１３ページでございます。これらの取組を進める仕組みの構築ですけども、水利用に関するイメージで御説明させていただきます。高度経済成長期までは、資料の左側、青い矢印で表しておりますが、水需要は増加する一方であって、利水者が新規取水の申請を行い、河川管理者がその許可を判断するという仕組みでしたけれども、現在は左下の人口減少や節水の普及で水需要は全体としては、やや減少あるいは横ばい。一方で半導体工場の進出などによって局所的には増加するなど、ニーズは様々でございます。
　そうしたニーズを利用者間で互いに把握していれば、先ほど御紹介した水利権の転用等も進むのではないかということで、右側のように積極的に水需要について情報共有を調整する仕組みを構築するべきではないかということを示していただいてございます。
　説明については、以上です。今後一つ一つ具体的な検討を進めていきたいと考えてございます。よろしくお願いします。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。事例に関してはまだまだ新しいものとかも、あるいは掘り起こしも出てくると思いますし、新しい知恵も出てくるというところでございます。
　以上に関しまして、基本的な物の考え方も含めまして、御質問等ございましたら、あるいはアドバイス等ございましたらお受けしたいと思います。もう時間の関係ばかり言ったら怒られるんですけども、皆様からの御意見をまとめてお伺いして、事務局のほうで御返答いただけるところはいただくという形で進めさせていただければと思います。会場からでもウェブからでも、どうぞお手を挙げていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
　ありがとうございます。まずは伊藤委員ですね。続きまして、中村太士委員ということで、順番でお願いいたします。
【伊藤委員】　　ちょっとポイントがずれるかもしれないんですけれども、今後人口が減少していって、財政的にも減っていくというその中で、流域治水をどうするかという課題にぶち当たっていると思うんですけれども、まず激甚化していく災害の中で、どうやって財政的に捻出していくのかということもあると思うんですけれども、例えば先ほどの生物多様性、それに伴うグリーンインフラみたいな文脈から、例えばカーボンクレジット、それから今後も生物多様性のクレジットみたいなことが創出されていくかと思うんですけれども、そうすると企業のお金なども入ってきやすいかなと思うんですけれども、そういうものが創出できるのかどうなのかというのを、まず１点お聞きしたいなと思っております。
　それから、今後災害が起きたときの水をどうするのかということも、非常に問題になってくると思います。というのは、能登半島地震と洪水のときも、７か月ぐらい、水に関してはやはり復旧にかかってしまったというところがあって、それをどうするのかというところがあると思うんですけれども、ここも、例えばエネルギーに関しては、なるべく自律分散というような形で、マイクログリッドで地域で自律できるようにという考え方がどんどん出てきているんですけれども、水に関してはまだ自律というような議論がなされてないのかなという感じがしているのです。
　これも、今後上下水道の老朽化で補修をしていくということになると、それもかなりの財政を要するものでもあるということですので、例えば雨水を貯めて利用していくということも一つのリスクヘッジというか、自律という意味では有効な手だてになるのではないかなと思ったりするんですけれども、その辺りどうなのかなというところでちょっとお聞きしたいところです。
　以上です。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。クレジットと企業との関連と、それから災害時の水利用、自律ということで御質問、御意見いただきました。ありがとうございました。
　続きまして、中村太士委員から御意見をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
【中村委員】　　ありがとうございます。既にこの委員会に参加していたので、最後に課長がおっしゃられた、私は結構この提言は先を行ったなという感じをしていて、もっと言うと、なかなかできづらいことまで言ってしまっているなという感想を持っていて、でも大事なことを提言しているので、できれば本当に具体的にどうやっていくんだ、どうやって広げていくんだというそのプランを教えていただきたいなと思っていて、このままいろいろな良い事例が出てきたんですけど、これがやはり広がっていかないと駄目で、例えば札内川のケショウヤナギの例を出していただいたんですが、大事な点は、実はケショウヤナギが種をまく時期にあのフラッシュ放流をやっているんです。
　つまり、自然の流況をどうしてもダムが変えてしまうので、それをミティゲーションするためにどうやってフラッシュ放流を使っていくかということで、言わばハイドロジーと生物側のフェノロジー、生物季節を合わせるという、そういう意味では先進的な取組だと思うんですが、多分ここ以外でほかにやっていることは聞いたことないんですね。ほとんどフラッシュ放流というのは、糸状藻類みたいなものをはがすためにやっている例が全国では多くてということで、冒頭に言ったようにすごく先進的な提言なので、これをどうやって広げていくかをもうちょっと具体的にプランを持っていただくとか、モデル流域を拡大していくとか、その進展をどこかでチェックしていくとか、そんな必要性があるかなと思いました。
　今、伊藤委員がおっしゃられたクレジット化は、これはそれこそ石田先生が座長をやられているグリーンインフラ懇談会でも議論していますし、片方でやはりウォーターポジティブというか、水に関してもやはり企業が、今、たくさん半導体だとかデータセンターみたいな形で使っていて、それをどうやってポジティブな方向に持っていくかというのが大事で、ウォータークレジット的なものはもう必ず必要になってくると思うので、この提言でそれを議論したかどうか覚えていないんですが、私も重要な指摘だなと思いました。
　あとのほうはちょっと付け加えです。以上です。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。答申、先進的で手を広げ過ぎましたが、プランとしてはどうですかという質問だと思いますので、貴重な御質問、ありがとうございました。
　石田委員、少し今のところも含めて。
【石田委員】　　ありがとうございます。グリーンインフラでもこういう問題って本当に大事だなというふうにやっておりますけれど、もう少しお互いに近寄ればいいなと思っておりますのは、今、国土審議会の推進部会で地域生活圏の検討が、提言書を出したんですけども、その中で、流域のほうは地域生活圏よりははるかに分かりやすくて広いんですけれども、地域生活圏のほうも市町村界を越えましょうとかいうことで、大小の違いがありますけどかなり近づいてきているというふうにも思います。
　地域生活圏を構成する要素として、私の専門分野でありますモビリティって大事だと思うんですけれども、水も本当に大事でございますので、そういった観点から連携性をさらに深めていただければありがたいなと思っております。
　あともう一つ、こういう考え方の重要性という観点からしますと、最近イタリアの都市計画の勉強をちょっとしておりまして、グーグル翻訳ですけど、衝撃的な文書をたくさん読んだんですけれど、日本国において、都市計画というのは土地の高度利用化であると決まっているんですよね。ですから、都市化というのは基本的に歓迎すべきだと書いてというのは暗黙にあると思うんでけれども、イタリアはそうじゃなくて、地域の流域とかそこの風景を形づくる構成要素って、もっとよく考えると、農地とか河川というのはその環境の保全能力も安全性もそうですし、非常に大きなポテンシャルを持っていると。それを都市計画的用途に変えるということは、その能力を消費してしまうから高度利用でも何でもないというのは、イタリアではそういうのを国の法律としてもできそうでありますし、先進的な都市では都市計画文書にそういうことを明記してあるんですね。そういうことを考えると、こういう考え方というのも、都市計画との関係とか交通との関係って物すごく親和性がありますし、大事なことだと思います。
　ちょっと話が抽象的で申し訳ございませんけれども、そんなことを最近思っておりますので、委員長から御指名いただきましたので披露させていただきました。よろしくお願いいたします。
【中北分科会長】　　ありがとうございました。
　ほか、御意見をお伺いしたいと思いますが、いかがですか。
【沖委員】　　よろしいようであれば。
【中北分科会長】　　どうぞ、沖委員、お願いいたします。次、田中委員、よろしくお願いいたします。
【沖委員】　　ありがとうございます。私、この議論に参加しておりましたので、あまり付け加えるのはというか、質問するのはおかしいと思うので質問は控えますが、本来であれば流域治水と同じように、将来の気候変動、あるいはその社会の変化も考慮して、その水利権というのが、現在確保されている水資源量が本当に既存の施設で確保されているのであろうかいうところを吟味すべきところではありますけれども、洪水の場合にはそれでもいろいろ割り切らなきゃいけないところがあって、ただし雨を強くして、そして確率的に見てそれで流量がこのぐらい増えるんではないか。いろいろなことを勘案して基本高水、そして計画流量を変えるという作業が今行われているわけですが、その低水管理の場合には、まず現状の再現すら非常に難しい。
　つまり、コンマ以下、基本的に立方メートル毎秒という単位で見たときに、小数点以下のところで水利権が付与されて、それ一つで非常に皆様方、場合によってはお互いに水融通で感情的にもなっているような歴史がある中で、そういう精度がなかなかまだ確保できない中で、将来それがどう変化するのかというのは、自然状態でも再現が難しい上に、貯水池の操作というものが入り、かつ、先ほどのお話にありました流域総合水管理で発電利用も治水利用もいろいろなっていったときに、本当にどんな状況になるのかといったら、なかなか将来を見越しにくいので、現時点ではその水利権の見直しに触れていないんだと思うんですね。
　ところが、長期的に考えますと、やはり気候も社会も大きく変わる中で、それをどうしていくのか。場合によっては老朽化した施設を適切に縮小していくといったことも含めて本当は計画しなきゃいけないところ、まだできていないということだけは少し意識したほうがいいかなと思いますので、コメントいたします。
　以上です。
【中北分科会長】　　ありがとうございます。この流域総合水管理と言ったときに、もう一丁目一番地が水利権何とかという意識で僕らはこの委員会に入りますけれども、答申等の中では具体的にはそういう言葉が出ていない。今おっしゃったように、技術的なところも大変難しいところがあるということで、流域水管理自身も気候変動絡みでやはりぐるぐる、あるいは一緒に三位一体というのは大事なところではあるんですけど、そこがまだ学問的にというか、技術的にもまだまだ学と連携していただいて進めていくべきところだなというのを、今お話を聞いてすごく思いましたので、ぜひそれもやりましょうよということで、水工学のメンバーとかも一緒にできればと思いました。ありがとうございます。
　それでは、田中里沙委員、よろしくお願いいたします。
【田中委員】　　田中です。御説明ありがとうございます。
　ちょっと御質問なんですけれども、２ページの答申の概要のところで、関係者におけるデータ共有が不十分であるというふうな課題が書かれていて、この先のところに行くと、ちょっとこのデータに関する記述が希薄かなというような感じも受けたんです。データや情報の不足と共有の難しさとか、オープンデータやリアルタイムの情報共有が進んでいなかったりとか、例えば雨量とか地下水とかダムの操作とか生態系データなども、ばらばらにもしかしたら今管理されているような状況も各地であったりして、この辺は課題感としてお持ちだと思うんですけれども、このデータ統合とかＤＸ活用とかＩｏＴとか、あるいはＡＩにおけるモニタリングやシナリオシミュレーションみたいなことは、この中でちょっと強調されていないように見えたので、検討されているのかどうかということを確認をさせてください。
　また、加えて流域側のガバナンスというのはこれから強化されていくと思いますので、その中ではこのデータガバナンスというのが重要な観点かなと思っておりますので、確認をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
【中北分科会長】　　ありがとうございます。こちらも大事な点で、情報共有、データのところで、最初のほうに書いてありますよね。そこのところをもうちょっとちゃんと説明してくださいということでした。どうもありがとうございます。
　ほかはいかがでしょうか。それでは、ここで事務局のほうから、今日答えていただける範囲で御回答いただければと思いますが、どうしますか。田中課長がされますか。
　じゃあ、田中課長、どうぞよろしくお願いします。
【水資源計画課長】　　水資源計画課長でございますけど、１点、水資源関係で、伊藤委員からの御質問で、電気のほうでもマイクログリッドのような考え方があるので、水のほうで自律分散的な考え方はというお話がございました。
　能登の地震でまさに１か月ぐらい上水道が途絶えたというようなこともあって、水のほうでは、例えば地下水ですね。分散型の水資源ということで、地下水というようなものをもう少し井戸というような形で使えないかということを、こういう流域総合水管理の中でも考えていきたいと考えております。
　１点、水資源からは以上でございます。
【中北分科会長】　　ありがとうございます。
　続きまして、西澤課長からお願いします。
【河川計画課長】　　そうですね。能登のときには雨水の話もありましたから、能登空港で雨水が使えたので、それがかなり効いたというのは、私もオペレーションやっていましたのでよく覚えています。
　それから、企業のお金をうまく使えないかというお話がたくさんございましたけれども、非常に大事な視点だと思っていまして、なかなか治水そのものには直接というのはない状況ではございますが、まずはそのソフト的な防災教育、環境教育のところだったり、あるいは地域づくり的なところだったり環境整備だったりといったところでは、ちょっとずつトライアルしているようなとこもあるかなと思っていますので、そういう視点は進めていきたいなと思います。
　それから、中村委員から、非常に良いんだけれども、どうやって進めていくのかというお話がございました。これ、まさに答申を受けて、今我々局長以下、頭を悩ませて日々議論をしながら進めているところでございまして、やはり全てのことはすぐにはできないんで、まずは対象を絞りながら、モデル的にどういったところを検討していくのかということだったり、あるいは施策を具体化していくに当たっても、その実際の状況ってどうなんだみたいな、先ほどデータのお話もありましたけども、やはりいろいろな見える化といいますか、その情報を皆で共有していくということも、やはり進めていくに当たって大きな必要性があるなと感じながら進めているところです。
　それから、イタリアの都市計画のお話もいただきましたけども、非常に我々にはなかなかない視点を教えていただいて、ありがとうございます。非常に参考にさせていただければなと思いました。
　それから、沖先生からは、長期的にはいろいろなことがあるということで、非常に中身をよく分かった上でのコメントだったかと思います。ありがとうございました。
　最後、データ共有の話ありましたけれども、なかなか治水なら治水だったり、管理は管理だったりといったところでのデータ化みたいなところはできていますけれども、そういった流域総合水管理全体でというようなところでのデータの共有みたいなところまでは至ってませんし、先ほども言いましたけれども、やはり持っているデータをどうやって共有していくか、見える化していくかといったところは非常に大きな課題となっておりますので、しっかり進めさせていただきたいと思います。
　私から以上です。
【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。
　それでは、立川委員がお手を挙げていただいたのに気づいてなくて申し訳ありません。立川委員、どうぞよろしくお願いします。
【立川委員】　　どうもありがとうございました。事前放流について説明してくださり、どうもありがとうございました。事前放流は、ガイドラインができてから、多くのダムで実施され、令和５年度、令和６年度の実施情報が国土交通省から出されておりまして、これだけ変わっているというのがよく分かります。
　その上で私が知りたいのは、実際には放流したが、期待しただけの流量が、要するに雨が降らなくて、水位が元に戻らなくて困った例というのが相当あったりするのではないか、あるいは現場の判断で事前放流は難しい、できないということがあったのかとか、そういうことも教えていただき皆さんで共有すると、どういう情報があれば、事前放流を効果的にやっていけるのかという条件が非常にクリアになっていくと思います。その辺りも教えていただいて、一緒に学んでいくとよいと、今のお話を聞いて思いました。
　以上です。
【中北分科会長】　　ありがとうございます。事例集めの部分も含めて、先に向けた御意見だと思うんですけど、基本方針のところでも、事前放流とかも考えながら入れているんだけれども、一応今の予測精度をベースにしながら、これぐらいだったら多分大丈夫だろうという中でやっていただいているかもしれませんが、予測もより高度化していく。気象庁にもお願いしながら、独自でも考えたらいいと思うんですけども、そこら辺に関するところはいつも気になって基本方針のときの議論でもあるところではございますが、いかがでしょう。誰がお答えになられますか。
　島本課長、よろしくお願いします。
【河川環境課長】　　環境課長の島本です。
　事前放流については、基本的に今、基準雨量をベースに、予測に基づいて必要容量を考えた上で、足りない場合はその足りない分を放流するという形でやって、一義的にマニュアル的にやっているので、基本的にやるに当たって、やるか、やらないか迷ったとか、そういう立川先生の後段で言った分は、今、ない状況ではありますが、やってしまった後に戻らなかったというのは確かに存在しますが、中期的には戻っていったりもしているので、補償問題にまで行ったことは今のところないというところではございます。
　基本的にその辺の情報共有というのは、現在まだしっかりはやれていないというのも事実なのと、基本方針の中で治水効果の部分で、どれぐらいあるかというチャレンジの計算をやっているところもありますけど、そこにはやはり予測の部分が大きくあって、１つは雨の予測の精度の問題と、さらに流出過程における流出における河川のどこかの地点での流入量がどうなるかという２つのばらつきの問題もあるので、一個一個ひもといてアプローチしていくというのが、今の段階の問題です。
　その中で、効率的に実施できる、確実に実施できるようなところのダムの範囲をどうするかという問題と、あと時期の問題ですね。３日前、５日前とか、いろいろなどのタイミングでやっていくのがいいのかという問題などを、もう少し考えていきたいと思っています。
【立川委員】　　どうもありがとうございます。どれぐらい予測精度が上がると、どれぐらいの放流ができるかということが明らかになると、予測がここまで行けばこのような操作ができるようになるというところがよく分かってくることになると思います。予測精度が上がらないからこういう放流はできないということではなくて、こういう予測があればこんな放流ができるというふうに考えていくと、うまく展開するのでなかと思いました。
　以上です。

【中北分科会長】　　どうもありがとうございました。水管理の視点からの予測精度の要求、自らも実現するかもしれませんが、そこをもっと明確化していったほうがいいんじゃないかと。やり方もいろいろこれから新たに出てくると思いますけど、非常に大事な視点、御意見いただいたと思います。どうもありがとうございました。
　
　今、最後、中村太士委員のとき、誰がお聞きだったのかな。要するに、答申では考え方が流域総合水管理でそうやって出て、これもどんどんこれから醸成されていくと思うんですけど、質問にもあったように、実際に実施していく体制というのは今後どういう方向で考えられているのかというのは、ここでお聞きしてもいいでしょうかね。そのイメージでいいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
【河川計画課長】　　すみません。先ほど体制の話も言うべきでした。体制をどうするかという話と、どういうところでやっていくのかというところがセットだったと思いますけども、体制についてもまだかちっとしたものが決まっているわけではございません。ただ、全国的に網羅的にやるわけにはいかないので、やはりモデル的なところをピックアップして、そこのテーマは多分、流域によっていろいろ出てくると思うので、そのテーマに沿った関係者ということになると思いますけども、いずれにしても当然流域を持っている事務所だったり整備局と本省と、あと関係者みたいなところからスタートしていくのかなと思っていますけども、まだその程度しか言えなくて申し訳ないです。
【中北分科会長】　　分かりました。ありがとうございます。こういう話を課で説明していたら時々そういうのを聞かれるということがありましたので、大事な視点だと思いますので、ここでちょっとお伺いしました。ありがとうございました。
　これから流域総合水管理に関する事例もいろいろ拾っていく中で、整備基本方針とかのプランを立てるときとか、それから河川整備計画のプランを立てるところでも、これが流域総合水管理のどの位置にも値するものだというのを整理しながら、そういう委員会の中でも議論していくのが大事かなとは思っておりますので、引き続きお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、ただいまの説明に対する御意見等、これで全てお伺いしました。どうも皆様、貴重な御意見、質問も含めましてありがとうございます。
　それでは、本日の河川分科会の議事は以上でございますが、その他のことを含めて、全体に関して何かちょっと言い残した点がございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
　それでは、御発言ないようですので、最後に本日の議事録の取扱いにつきまして申し上げます。本日の議事録は、内容について各委員の確認をいただいた後に、発言者氏名を記載して、国土交通省のウェブサイトにおいて一般公開することといたします。
　それでは、進行を事務局にお返ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【総務課長】　　中北分科会長、どうもありがとうございました。また、委員の皆様におかれましては、長時間にわたり熱心に御審議をいただき、誠にありがとうございました。
　次回分科会につきましては、１０月２１日火曜日を予定しております。詳細につきましては、後日、事務局から御連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
　以上をもちまして、第７３回河川分科会を閉会いたします。ありがとうございました。

――　了　――
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